
 

 

 

 

問い合わせ先：関西圏大学非常勤講師組合 

〒542-0012 大阪市中央区谷町 7丁目 1-39-102 

（http://www.hijokin.org/）  TEL：06-6763-3201 

2023 年 3 月に始まった阪大裁判も 9 月 18 日で結審

しました。次回、2025 年 1 月 30 日に判決が言い渡さ

れる予定です。それに伴い、上記の日程で学習決起集

会を開催します。 

弁護団の鎌田弁護士より今回の阪大非常勤講師の雇

止め裁判に至る経緯と概要、裁判の争点などについて

わかりやすく解説していただく予定です。また原告非

常勤講師にもその思いを語ってもらいます。ご支援し

て頂ける皆様、今、阪大で何が起こっているのかを知

るためにもぜひご参加ください。 
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